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県外大学等進学サポート事業実施要綱

（目的）

第1条 本事業は、沖縄県外大学等（専門学校を含む。ただし、日本国外の大学等は適用

外とする。）に進学を希望する低所得世帯の高等学校生徒（以下「高校生」という。）

の経済的負担軽減と安心して学業に専念できる環境を確保するため、県外大学等の受験

又は進学に係る渡航費用を支援することを目的とし、この要綱に定めるところにより実

施するものとする。

（対象者）

第２条 本事業の対象者は、次の要件を満たす高校生とする。

⑴ 沖縄県内に住所を有していること。

⑵ 県外大学等への進学に意欲を有していること。

⑶ 支援対象年度に、以下のいずれかに該当すること。

ア 親等が児童扶養手当を受給していること。

イ 親等が所在市町村の条例で定める住民税所得割非課税世帯であること。

ウ 児童福祉法第27条第１項第３号の規定に基づき里親等に委託され、又は児童養

護施設等に入所している子どもであること。

２ 前項の規定にかかわらず、公的機関が実施する本事業以外の大学等の進学に係る渡航

費用支援事業の支援対象となっている者については、本事業の支援対象としない。

（実施内容）

第３条 本事業の対象経費は、沖縄県外大学等への受験又は進学のために要する渡航費用

のうち、航空運賃、電車賃、バス賃及び宿泊費とする。

２ 前項に規定する渡航費用は、実費精算とする。ただし、一人あたり100,000円を上限

とする。

（実施主体）

第４条 この事業は、沖縄子どもの未来県民会議（以下「県民会議」という。）が実施す

る。

（支援の申請）

第５条 本事業による支援を希望する者（以下「支援希望者」という。）は支援申請書(様

式第１号）に次に掲げる書類を添付し、県民会議に提出するものとする。

⑴ 県外大学等進学サポート事業支援願書（様式第２号）

⑵ 住民票謄本原本

⑶ 支援対象となる高校生が第２条第１項第３号に該当することを証明する書類

（支援の決定）

第６条 沖縄子どもの未来県民会議会長（以下「会長」という。）は、前条の規定に基づ

き支援希望者から申請書が提出された場合は、当該内容を審査のうえ支援対象者を決定

するものとする。

２ 県民会議は、前項の規定に基づき支援対象者を決定又は不承認とした場合は、当該

支援希望者に支援選定結果通知書(様式第３号）を送付する。
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３ 支援選定結果通知の交付を受けた後、諸事情により本事業の支援を辞退する場合は、

県民 会議へ報告し、辞退届（様式第４号）を提出するものとする。

（費用の請求）

第７条 前条第２項の決定を受けた支援希望者（以下、「支援決定者」という。）は、渡

航費用請求書（様式第５号）に、県外大学等の受験又は進学を証明する書類及び渡航の

際に支払った費用の領収書を添付し、翌年４月10日までに県民会議に提出するものとす

る。

（費用の支払）

第８条 県民会議は、前条の規定に基づき支援決定者から請求書の提出を受けて、内容を

精査し、不備がないと認めた場合は、速やかに支援決定者へ渡航費用を支払うものとす

る。

（支援の取消）

第９条 第７条に規定する請求において、虚偽の報告を行った者は、決定を取消し、渡航

費用の一部又は全部の返還を求めるものとする。

（助成事業の実施期間）

第10条 助成事業の実施期間は、県民会議設置要綱第９条に規定する会計年度とする。

（給付対象人数）

第11条 支援対象人数は、毎年度の予算の範囲内で決定する。

（補則）

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業を実施するに当たって必要な事項は、会長

が定めることとする。

附則

この要綱は、令和４年８月26日から施行する。


